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▲ 未分割のアパートの家賃収入

Q :父が亡くなり、賃貸の用に供している

アパートを、私を含め3人で相続しましたが、

遺言もなく、遺産分割については協議中です。

ところで、このアパートの家賃はすべて母

の名義で預金していますが、全額母の所得と

して申告するのでしょうか
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分割が行われるまでは、相続人の法定

相続分に応じて申告します。

【解説】

共同相続財産について遺産分割が行われて

いない場合のその相続財産は、各共同相続人

の共有に属するものとされていますから、そ

の相続財産から生ずる所得は、各共同相続人

に、その相続分に応じて帰属するものと解さ

れます。

したがって、遺産分割協議が調わないため、

共同相続人のうちの特定の人が所得を管理し

ているような場合であっても、その特定の人

がその遺産を相続したわけではありませんの

で、その特定の人だけにその所得が帰属する

として、全額をその人の所得として申告する

ことはできません。

ちなみに、将来遺産分割が行われた場合に

は、分割協議により相続した相続人が、その

分割された日の属する年分の所得からその取

得した財産から生ずる所得について確定申告

をすることになります。ただし、実際に分割

された相続分と未分割の状態で申告した時の

相続分が異なっていても、相続開始時にさか

のぼって修正申告又は更正の請求をする必要

はありません。


